
  

市
制
施
行
記
念
日
の
３
月
１
日

に
文
化

会
館
に
お
い
て
、市
勢
の
進
展
に
貢
献
さ
れ

た
３０
人
と
２
団
体
に
表
彰
状
が
授
与
さ
れ
ま

し
た
。
表
彰
さ
れ
た
皆
様
は
次
の
と
お
り
で

す（
敬
称
略
）。 

 

特
別
表
彰 

愛
知
県
軟
式
野
球
連
盟
津
島
支
部
役
員 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　 

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
役
員
　
　
　 

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
役
員
　
　 

 

永
年
勤
続
表
彰 

市
議
会
議
員
　
　
　
　
　
　
　 

市
議
会
議
員
　
　
　
　
　
　
　 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員 

 

学
校
歯
科
医            

　 

学
校
歯
科
医
　
　
　
　    

　 

学
校
歯
科
医
　
　
　
　
　  

　
　 

民
生
・
児
童
委
員
　
　
　
　 

水
泳
協
会
役
員
　
　
　
　
　
　 

水
泳
協
会
役
員
　
　
　
　
　
　 

水
泳
協
会
役
員
　
　
　
　
　
　 

柔
道
会
役
員
　
　
　
　
　
　
　 

柔
道
会
役
員
　
　
　
　
　
　
　 

柔
道
会
役
員
　
　
　
　
　
　
　 

ボ
ウ
リ
ン
グ
連
盟
役
員
　
　 

ボ
ウ
リ
ン
グ
連
盟
役
員
　
　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　
　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　  

　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　  

　
　 

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　   

消
防
団
員
　
　
　
　
　
　  

　 
 

一
般
表
彰 

杉
原
后
咲 

宇
佐
美
三
郎 

松
崎
安
孝 

株
式
会
社
ユ
タ
カ
電
子 

津
島
市
立
天
王
中
学
校
同
窓
会 

 

問
合
　
人
事
秘
書
課
秘
書
Ｇ 

　
　
　
1
２４
ー

１
１
２
３ 

  
 

消
防
団
員
と
し
て
１０
年
以
上
勤
め
ら

れ
た
方
の
配
偶
者
に
、
市
長
か
ら
感
謝

状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
れ
は
、
日
ご
ろ
消
防
団
員
の
任
務

遂
行
を
陰
か
ら
支
え
ら
れ
た
功
績
に
対

す
る
も
の
で
す
。 

感
謝
状
を
贈
呈
さ
れ
た
方
は
次
の
と

お
り
で
す（
敬
称
略
）。 

 

神
守
分
団
　
伊
藤
早
苗 

神
守
分
団
　
大
崎
真
理
子 

女
性
部
　
　
古
賀
伸
彦 

女
性
部
　
　
冨
田
祐
樹 

 

問
合
　
消
防
本
部
総
務
課
消
防
団
Ｇ 

　
　
　
1
２３
ー

０
４
１
７ 

 

津
島
市
制
７１
周
年
記
念
式
典
 

消
防
団
員
配
偶
者
に
感
謝
状
贈
呈
 

津島市制71周年記念式典 津島市制71周年記念式典 

久
江
義
昭
　 

大
堀
春
雄 

下
間
　
巽  

  

加
藤
則
之 

上
野
聡
久 

 

伊
藤
則
光 

石
垣
光
敏 

渡
邉
健
一 

長
谷
川
健 

岡
本
榮
子 

佐
藤
　
忍 

佐
藤
　
軒 

川
友
江 

伊
藤
晴
敏 

水
谷
正
人 

鈴
木
広
一 

金
清
文 

浅
野
静
雄 

水
野
一
也 

戸
谷
孝
之 

森
田
佳
弘 

丹
羽
友
広 

水
谷
弘
正 

水
野
健
治 

加
藤
謙
二 

清
水
啓
助 

水
野
三
喜
雄 

「市政のひろば」つしま2018.4 ８ 

市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました 津島市制７１周年記念式典 



「ふれあいバス」のバス停名変更のお知らせ 

平成３０年３月２６日に次のとおり変更しました。 
問合　企画政策課行政経営Ｇ　1５５ー９４６５ 

（旧）清林館高校 

（新）本町５丁目 

（旧）アルテ津島 

（新）津島駅東  

　平成２７年５月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立しま
した。 
　この法律の成立により、国民健康保険においては、平成３０年度から都道府県が財政運営の主体となり、安定的な財
政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すものです。 
制度改革後の都道府県と市町村のそれぞれの役割（厚生労働省資料より） 

改革の方向性 

・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う  
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保
運営に中心的な役割を担い、制度を安定化  

・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の
効率化、標準化、広域化を推進  

財政運営の責任主体 
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 
・財政安定化基金の設置、運営 

 
国保事業費納付金を都道府県に納付 

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、
広域化を推進（※４と５も同様） 

地域住民と身近な関係の中、資格を管理（被保
険者証等の発行） 

標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準
保険料率を算定・公表 

標準保険料率等を参考に保険税（料）を決定 
個々の事情に応じた通知・収納 

給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払 
市町村が行った保険給付を点検 

保険給付の決定 
個々の事情に応じた窓口負担減免など 

市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業
を実施 

１.運営のあり方（総論） 

２.財政運営 

３.資格管理 

４.保険料の決定 
　通知・収納 

５.保険給付 

６.保健事業 

都道府県の主な役割 市町村の主な役割 

・保険税の税率等が変わります 

・保険証等の名称が「愛知県国民健康保険被保険者証」等に変わります 

・高額療養費の多数回該当について、愛知県内の国民健康保険で回数が通算されます 

　これまでは、各市町村が個別に保険給付費を推計し、保険税額を決定していました。今後は都道府県が市町村ごと
の医療費水準や所得水準を考慮した「国保事業費納付金（保険税負担金）」の額と「標準保険料率」を示し、これらを
参考に市町村が保険税額を決め、賦課・収納を行います。 
※詳細は決定次第、市ホームページ・市政のひろばに掲載予定です。 
 
　平成３０年度の一斉更新時から変更となる予定です。保険証等の発行は引き続き津島市で行います。 
 
　同一県内の住所異動があった場合（ただし、住民票の世帯構成が同じであるなどの条件があります）県内市町村で
の国民健康保険での該当回数が通算されます。 

問合　保険年金課国民健康保険Ｇ　1２４‐１１１３ 

９ 「市政のひろば」つしま2018.4

市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました 「ふれあいバス」のバス停名変更のお知らせ 



第７期介護保険料 
（平成３０～３２年度） 

を決定しました 

月
額
基
準
額
を 

　
　
５
６
０
０
円
に
改
定 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
費
用

の
財
源
は
、国
が
２５
％
、県
と
市
が
そ
れ
ぞ

れ
１２.

５
％
、６５
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険

者
２３
％
、４０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
第
２
号

被
保
険
者
２７
％
の
割
合
で
負
担
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。 

基
準
と
な
る
保
険
料
基
準
月
額
は
３

年
ご
と
に
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、３

年
間
の
介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス
費
等
と
地

域
支
援
事
業
費
に
よ
り
保
険
料
を
算
出

し
ま
す
。 

第６期（基準月額５,３００円） 第７期（基準月額５,６００円） 

保険料率 
(%)段階 年額（円） 

０.４５  

 

０.５７  

０.６０  

０.７０  

１.００  

１.２０  

１.３０  
 

１.６０  
 

１.７０  

１.８５  
 

２.１５  

２.２０  

２.２５  

２.３０  

 

第１段階 

 

第２段階 

第３段階 

第４段階 

第５段階 

第６段階 

第７段階 
 

第８段階 
 

第９段階 

第１０段階 
 

第１１段階 

第１２段階 

第１３段階 

第１４段階 

（基準額） （基準額） 

３１,８００ 

 

３６,２５０ 

３８,１６０ 

４４,５２０ 

６３,６００ 

７６,３２０ 

８２,６８０ 
 

１０１,７６０ 
 

１０８,１２０ 

１１７,６６０ 
 

１３６,７４０ 

１３９,９２０ 

１４３,１００ 

１４６,２８０ 

 

保険料率 
(%)段階 年額（円） 計　算　内　容 

０.４９ 
 

 
０.５６  

０.５９  

０.６９  

１.００  

１.２０  

１.２５  

１.３０  

１.５０  

１.６０  

１.７０  

１.７５  

１.８５  

２.１５  

２.２０  

２.２５ 

２.３０ 

第１段階 

 

第２段階 

第３段階 

第４段階 

第５段階 

第６段階 

第７段階 

第８段階 

第９段階 

第１０段階 

第１１段階 

第１２段階 

第１３段階 

第１４段階 

第１５段階 

第１６段階 

第１７段階 

 

３２,９３０ 

（２９,５７０） 
 

３７,６３０ 

３９,６５０ 

４６,３７０ 

６７,２００ 

８０,６４０ 

８４,０００ 

８７,３６０ 

１００,８００ 

１０７,５２０ 

１１４,２４０ 

１１７,６００ 

１２４,３２０ 

１４４,４８０ 

１４７,８４０ 

１５１,２００ 

１５４,５６０ 

・生活保護受給者 
・世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 
・世帯員全員が市民税非課税で課税年金収入＋合計所得金
額（年金収入に係る所得は含めない）が８０万円以下の者 
※ただし、平成３０年度については公費負担により保険料額が
２９,５７０円に軽減されます。 

世帯員全員が市民税非課税で課税年金収入＋合計所得金額（年金
収入に係る所得は含めない）が８０万円を超え１２０万円以下の者 

世帯員全員が市民税非課税で課税年金収入＋合計所得金額（年
金収入に係る所得は含めない）が１２０万円を超える者 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で課税年金収
入＋合計所得金額（年金収入に係る所得は含めない）が８０万円以下の者 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課
税で、第４段階に該当しない者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が１２０万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が１２０万円以上１５０万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が１５０万円以上２００万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が２００万円以上２４０万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が２４０万円以上３００万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が３００万円以上３４０万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が３４０万円以上４００万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が４００万円以上５００万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が５００万円以上６５０万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が６５０万円以上８００万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が８００万円以上１,０００万円未満の者 

本人が市民税課税で 
合計所得金額が１,０００万円以上の者 

※ 

平成３０年度からの介護保険料 

津島市では、６５歳以上の方の介護保険料額を前年の所得に応じて下表のように定めています。 
これまで１４段階であった所得段階をさらに細分化し、１７段階に増やしました。被保険者個々の負担能力に応じた

きめ細かい保険料設定となります。 

保険料年額は、基準月額（５,６００円）×保険料率×１２カ月で算出しています。 

「市政のひろば」つしま2018.4１０ 

市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました 第７期介護保険料を決定しました 



普
通
徴
収
の
方 

　
「
仮
徴
収
納
入
通
知
書
」
を
４
月
上

旬
に
お
送
り
し
ま
す
。
前
年
度
の
年
間

保
険
料
額
の
４
／
１２
を
１
期
〜
４
期（
４

月
〜
７
月
）で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

４
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
（
年
金
天

引
き
）と
な
る
方 

　
４
月
か
ら
特
別
徴
収
開
始
と
な
る
方

に
は
、「
特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」
を
３

月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
し
た
。 

６
月
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
（
年
金
天

引
き
）と
な
る
方 

　
６
月
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方
は
、

仮
徴
収
額
が
前
年
度
の
年
間
保
険
料
額

の
１
／
２
に
な
る
よ
う
に
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

　
１
期
・
２
期（
４
月
・
５
月
）は
１
／
１２

ず
つ
を
引
き
続
き
普
通
徴
収
で
、６
月
・

８
月
は
２
／
１２
ず
つ
を
年
金
か
ら
天
引

き
し
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
４
月
上
旬

に
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。 

特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
方 

　
既
に
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る

方
は
、平
成
３０
年
２
月
に
天
引
き
さ
れ

た
金
額
を
引
き
続
き
４
月
・
６
月
・
８
月

の
年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
。 

４月からの 
介護保険料 
納付方法 

　
本
徴
収
の
保
険
料
額
は
、平
成
２９
年

中
の
合
計
所
得
金
額
等
に
基
づ
い
て
所

得
段
階
別
に
計
算
し
た
平
成
３０
年
度
の

年
間
保
険
料
額（
１０
ペ
ー
ジ
の
表
参
照
）

か
ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た
金
額
と

な
り
ま
す
。 

　
本
徴
収
の
通
知
は
、８
月
に
普
通
徴
収
、

特
別
徴
収
の
別
に
か
か
わ
ら
ず
個
別
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い 

　
普
通
徴
収
の
方
は
、口
座
振
替
を
利

用
さ
れ
る
と
大
変
便
利
で
す
。 

持
ち
物
　 

・
市
指
定
金
融
機
関
で
手
続
き
す
る
場
合 

　
介
護
保
険
料
の
納
付
書
、通
帳
、通
帳
印 

・
市
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８月からの 
介護保険料 
納付方法 

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い 

北地域包括支援センター　1２２-４７７１ 

古川町２-５６（グループホームふるかわ隣） 

営業日時：月～土曜日（午前９時～午後５時） 

中地域包括支援センター　1２３-３４６３ 

南新開町１-９８（六寿苑隣） 

営業日時：月～金曜日（午前９時～午後５時） 

南地域包括支援センター　1３２-３０６６ 

唐臼町半池７２-６（恵寿荘内） 

営業日時：月～土曜日（午前８時３０分～午後５時３０分） 

担当地域 
東小学校①（東小学校区②以外）、北小学校区、西小学
校①（天王通り１・２丁目、高屋敷町、上之町１・２丁目、中之
町、本町１丁目、馬場町、寿町、上河原町、池須町）、蛭間小
学校区 

担当地域 
東小学校②（埋田町、深坪町、大字津島、新開町、南新開町、
大字日光、中一色町字上山・北山）西小学校区②（西小学
校区①以外）、南小学校区①（南小学校区②以外） 

担当地域 
南小学校②（東愛宕町、杁前町、元寺町、愛宕町５～９丁目）、
神守小学校区、高台寺小学校区、神島田小学校区 

海部医療圏在宅医療・介護連携支援センターを開設します 

～海部医療圏在宅医療・介護連携推進事業が始まります～ 

　限られた医療、介護資源を広域的かつ効率的に活用
するために、海部医療圏７市町村（津島市、愛西市、弥富市、
あま市、大治町、蟹江町、飛島村）が共同で、平成３０年４
月から業務を開始します。 
内容 
・関係する医療機関、介護事業所、行政機関等と連携を
図り、みなさまに適切な在宅医療・介護の情報提供が
できる仕組みづくりを行います。 

・市民の方への在宅医療に関する普及啓発、医療・介護

のサービス提供者からの在宅医療に関する相談への
対応や各種研修などを行います。 

※海部医師会、津島市医師会の在宅医療サポートセンタ
ー、海部医療圏中核サポートセンターは、平成３０年３月
３１日をもって業務終了となります。 
場所　神守支所１階 
開設時間　午前８時３０分～午後５時１５分 
　　　　　（市役所休庁日は除く） 
問合　高齢介護課長寿福祉Ｇ　1２４-１１１８ 

※市民の方の相談窓口については、引き続き地域包括支援センターが行います。従来の相談も
含めご利用ください。お住まいの地域によって担当の地域包括支援センターは異なります。 
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市役所本庁舎にダイヤルイン（直通電話）を導入しました 第７期介護保険料を決定しました 



国民年金保険料改定 

平成３０年４月分から国民年金保険料の月額が１万６,３４０円（３月分までは、１万６,４９０円）に変わります。 

個人番号による届出・申請 

これまで基礎年金番号を記載して提出いただい

ていた年金関係の届出や申請について、平成３０年３

月から個人番号（マイナンバー）を記載いただくよ

うになりました。基礎年金番号による手続きも引き

続き行えますので、届出等にはマイナンバーまたは

基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。 

学生納付特例制度 

在学期間中の保険料を社会人になってから支払

うことができる制度です。 

対象　大学、短大、高等学校、高等専門学校、専門学

校および各種学校その他の教育施設の一部に在

学する学生で、本人の前年の所得が１１８万円以下

の方です。 

承認周期　毎年４月～翌年３月 

受付　平成３０年度分…４月から 

過去２年間遡及の場合…随時 

受付窓口　保険年金課医療・年金Ｇ（市役所1階） 

持ち物 

・年金手帳 

・印鑑（朱肉使用のもの） 

・学生証や在学証明書等 

※就学前に退職された方は、離職票または雇用保

険受給資格者証の写しをお持ちください。 

※学生納付特例の更新用ハガキが届いた方は、必

要事項を記入のうえ返送してください。 

注意　 

・納付特例期間は、受給資格期間には算入されま

すが、年金額には反映されません。 

・納付特例期間は１０年間追納ができます。ただし、

２年度以上経過した期間は加算額が付加されます。 

・学生でない方には、納付猶予制度・申請免除制度

があります。 

 

問合　保険年金課医療・年金Ｇ　1２４‐１１１４ 

　　　中村年金事務所　1０５２‐４５３‐７２００ 

 
　平成３０年度固定資産税の価格（評価額）を３月３１日
に決定し、固定資産課税台帳に登録しました。 
納税通知書発送日　４月６日   
平成３０年度固定資産税・都市計画税納期限 
　第１期　５月１日  
　第２期　７月３１日  
　第３期　１２月２７日  
　第４期　平成３１年２月２８日  

問合　税務課固定資産税Ｇ　1５５－９２６４ 

 
 
Ｑ　平成２６年４月に住宅（木造、１１０㎡）を新築
しましたが、平成３０年度分から税額が急に高く
なっているのはなぜですか？ 
Ａ　新築の住宅で一定の要件に該当する場合、
３年間（３階建て以上の中高層耐火住宅は５年間）
に限り、一戸あたり１２０㎡まで税額が２分の１に減
額されます。したがって、平成２７から２９年度分ま
では税額が減額されています。 
｠ 
Ｑ　私は、平成２９年１１月に土地を売るために売
買契約をして、平成３０年２月に買主への所有権
移転登記を済ませました。平成３０年度の固定資
産税は誰に課税されますか？ 
Ａ　平成３０年度の固定資産税は、売主に課税さ
れます。固定資産税は、毎年１月１日現在の登記
簿上の所有者に対し、当該年度分の課税をする
ことになっています。 

Ｑ　平成３０年２月に古い物置（家屋）を取壊しまし
たが、平成３０年度の固定資産税は課税されますか？ 
Ａ　課税されます。毎年１月１日現在に存在してい
る家屋について、当該年度分を課税することになっ
ています。 
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